
02

入
は
、そ
の
財
源
の
性
格
か

ら
、『
自
主
財
源
』と『
依
存
財

源
』に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　
次
頁
の
円
グ
ラ
フ
で
み
る
と
、東
神

楽
町
の
自
主
財
源
は
歳
入
全
体
の
　
･
40

７
昏
、依
存
財
源
は
　
･
３
昏
の
割
合

59

と
な
っ
て
い
ま
す
。
自
主
財
源
が
多
け

れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
の
自
治
体
が
進
め

る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
自
主
性
と
安
定
性

を
確
保
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、私
た
ち
の
町
の
最
も
大
き
な
財
源

は
依
存
財
源
で
あ
る
地
方
交
付
税
で
、

自
主
財
源
は
歳
入
全
体
の
約
　
昏
で

41

す
。
　
一
方
、歳
出
総
額
は
　
億
２
３
７
０

54

万
円
で
、そ
の
歳
出
の
内
訳
を
見
て
み

る
と
、総
務
関
係
・
税
務
に
関
す
る
経
費

な
ど
に
あ
た
る
総
務
費
が
　
億
７
８
１

18

６
万
円
と
最
も
多
く
、続
い
て
町
民
の

福
祉
充
実
を
目
的
と
し
た
民
生
費
に
　10

億
７
５
４
８
万
円
、借
入
金
の
返
済
と

し
て
の
公
債
費
が
７
億
９
６
７
５
万
円

と
続
い
て
い
ま
す
。

全
な
財
政
運
営
に
は
、歳
入
と

歳
出
の
均
衡
を
維
持
し
な
が

ら
、経
済
情
勢
や
町
民
の
皆
さ

ん
の
要
望
に
対
応
で
き
る
だ
け
の
弾
力

性
が
必
要
で
す
。５
ペ
ー
ジ
に
あ
る
財

政
指
標
の
推
移
を
見
て
も
、現
在
の
町

の
財
政
構
造
で
は
、こ
の
弾
力
性
が
低

い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。東
神
楽
町

を
取
り
巻
く
台
所
事
情
は
年
々
厳
し
さ

を
増
し
て
い
ま
す
が
、今
後
も
限
り
あ

る
財
源
を
有
効
に
活
用
し
な
が
ら
、町

民
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
満
足
の
い
く
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
効
果
的
な

財
政
運
営
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

歳健

９月に行われた第３回町議会定例会で、平成 23年度一
般会計、各特別会計および企業会計の決算が認定されま
した。今月の特集では、年度始めに立てられた予算に対し、
１年間でどれくらいのお金がどのように使われたのかを
お知らせします。また、６・７ページでは、平成 23年
度決算に基づく健全化判断比率等を公表します。

平成 23 年度決算

一般会計の
決算概要

表で見る

一般会計(歳入・歳出)の推移

町税収入の状況

一般会計の歳出の推移(Ｈ20～23)

50

40

30

20

10

0

21年度 22年度20年度 23年度

 48億
 6324万円

 49億
 586万円

 54億
 2370万円

 57億
 4936万円

50

40

30

20

10

0

60

20年度 21年度 22年度 23年度

 50億
 4124万円

 52億
 1700万円

 60億
 6205万円

 57億
 9138万円

一般会計の歳入の推移(Ｈ20～23)

町税収入の状況

町税等は、町が直接収入し、自主的に使うことができる貴重な財源。

平成23年度の決算額は次のとおりです。

23年度
徴収率

増減額
22年度
決算額

23年度
決算額

税　目

94.9％  2027万円 4億0601万円 4億2628万円 町民税

94.2％  2799万円 4億8609万円 5億1408万円 固定資産税

97.2％  92万円 1660万円 1752万円 軽自動車税

100.0％  468万円 5599万円 6067万円 町たばこ税

100.0％  △36万円 2173万円 2137万円 入湯税

90.8％  614万円 5402万円 6016万円 都市計画税

5964万円 10億4044万円 11億8万円 合　計

で
は
、
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い

た
だ
い
た
町
民
税
や
固
定
資

産
税
、
国
や
道
か
ら
の
交
付
金

な
ど
を
も
と
に
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
決
算
は
、
町
に
入
っ
て
き
た
お
金
（
歳

入
）
と
、
町
が
使
っ
た
お
金
（
歳
出
）
を
分

か
り
や
す
く
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
う
え
で
、
ど
の
よ

う
な
事
業
に
ど
れ
く
ら
い
の
お
金
が
使

わ
れ
た
の
か
、
決
算
を
見
る
と
明
ら
か

に
な
り
ま
す
。

　
平
成
　
年
度
の
一
般
会
計
と
特
別
会

23

計
を
合
わ
せ
た
決
算
額
は
、
歳
入
が
　63

億
７
９
８
万
円
、
歳
出
が
　
億
１
８
８

59

５
万
円
で
、
差
引
額
は
３
億
８
９
１
３

万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
一
般
会
計
の
決
算
状
況
は
、
次
頁
の

円
グ
ラ
フ
に
示
す
と
お
り
で
す
。
歳
入

が
　
億
９
１
３
８
万
円
（
前
年
対
比
４

57
･
５
昏
減
）
、
歳
出
が
　
億
２
３
７
０
万

54

円
（
前
年
対
比
５
･
２
昏
減
）
で
、
歳
入

歳
出
差
引
額
は
３
億
６
７
６
９
万
円
。

平
成
　
年
度
に
繰
越
し
て
行
う
事
業
が

24

あ
り
、
そ
の
財
源
が
２
１
２
万
円
と
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
実
質
収
支
額
は
３

億
６
５
５
７
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

町
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町税町税　11億8万11億8万円円
（19.0％（19.0％））

諸収諸収入入
４億7408万４億7408万円円
（8.2％（8.2％））

町債　４億3232万円(7.5％)

分担金および負担金 ２億3730万円(4.1％)

ふるさと納税（３名：９万円）、農業振興

対策に対しての指定寄附（１社：100万

円）をいただきました。いただいた寄附

につきましては東神楽町のために有意

義に使わせていただきます。誠にあり

がとうございました。

地方譲与税
１億1668万円(２.0％)

自
主
財
源

40

７
％

・依
存
財
源
59

％
・３

歳 入
57億
9138万円

道支出金
　３億575万円(5.3(5.3％)％)

国庫支出金
  ５億5912万円万円(9.7(9.7％)％)

    地方交付地方交付税税
18億8759万     18億8759万円円
（32.6％           （32.6％））

る見でフラグ

況状の出歳・入歳

使用料および手数料 １億2646万円(2.2％)

財産収入 1022万円(0.2％)

繰入金 9039万円(1.6％)

繰越金 ３億1269万円(5.4％)

寄附金 109万円(0.0％)

各種交付金 １億3761万円(2.2％)
※内訳は下記のとおりです

各種交付金の内訳 ※（　　）内は構成比

猿ゴルフ場利用税交付金 757万円 （0.1％）
猿自動車取得税交付金 1634万円 （0.3％）
猿地方特例交付金 2513万円 （0.4％）
猿交通安全対策特別交付金 130万円 （0.0％）

猿利子割交付金 287万円 （0.0％）
猿配当割交付金 96万円 （0.0％）
猿株式等譲渡所得割交付金 25万円 （0.0％）
猿地方消費税交付金 8319万円 （1.4％）

公債費

７億9675万円

(14.7％)
民生費

10億7548万円

(19.8％)

諸支出金 238万円(0.0％)

商工費 5578万円(1.0％)

消防費 １億6220万円(3.0％)

総務費

18億7816万円

(34.6％)

教育費 ４億4083万円(8.1％)

農林業費 ２億1086万円(3.9％)

土木費
３億7601万円
（7.0％）

衛生費
３億6873万円
(6.8％) 歳 出

54億
2370万円

議会費       5652万円(1.1％)
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平成23年度 企業会計決算状況

一般会計からの補助額差引支出収入会計名

6972万円 
△1230万円 1億3753万円 1億2523万円 収益

  ④水道事業会計
△5440万円 2億1573万円 1億6133万円 資本

平成23年度 特別会計決算状況

歳　出歳　入特別事業会計

163万円 173万円   ①国民健康保険特別会計

1億7449万円 1億9389万円   ②国民健康保険診療施設特別会計

3億1903万円 3億2097万円   ③公共下水道特別会計

4億9515万円 5億1659万円 合　　計

種
公
共
事
業
を
推
進
す
る

た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方

債
の
平
成
　
年
度
末
残
高

23

は
、
一
般
会
計
が
　
億
２
４
０
２
万

51

円
、
特
別
会
計
が
　
億
４
６
７
０
万

22

円
、
合
計
　
億
７
０
７
２
万
円
と
な

73

っ
て
お
り
、
前
年
度
末
よ
り
２
億
３

５
０
６
万
円
減
少
し
て
い
ま
す
。

　
地
方
債
の
借
入
額
と
元
利
償
還
額

の
推
移
お
よ
び
地
方
債
の
残
高
の
状

況
は
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
り
、
地

方
債
の
残
高
は
年
々
減
少
し
て
い
ま

す
。 各

別
会
計
と
は
、特
定
の
事

業
を
行
う
場
合
ま
た
は
特

定
の
収
入
で
事
業
を
行
う

場
合
に
、法
律
や
条
例
に
基
づ
き
、

経
理
を
他
の
会
計
と
区
別
す
る
た

め
に
設
置
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　
東
神
楽
町
に
は
、次
の
４
つ
の
特

別
会
計
が
あ
り
ま
す（
平
成
　
年
度

23

の
決
算
額
は
表
の
と
お
り
）。

①
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

　
大
雪
地
区
広
域
連
合
発
足
以
前

の
東
神
楽
町
国
民
健
康
保
険
税
を

管
理
す
る
た
め
の
会
計
で
す
。

②
国
民
健
康
保
険
診
療
施
設
特
別
会
計

　
町
立
国
保
診
療
所
を
運
営
す
る

た
め
の
会
計
で
す
。

③
公
共
下
水
道
特
別
会
計

　
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
公
共

下
水
道
の
整
備
や
汚
水
処
理
の
た

め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
会
計
で
す
。

④
水
道
事
業
会
計

　
私
た
ち
が
安
心
し
て
使
用
で
き

る
水
を
供
給
す
る
た
め
に
設
置
さ

れ
て
い
る
会
計
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
会
計
は
、基
本
的
に
使

用
料
な
ど
を
主
要
な
財
源
と
し
て

事
業
を
運
営
し
て
い
ま
す
が
、公
益

性
や
事
業
収
支
の
実
情
か
ら
、一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
よ
っ
て
収

支
の
均
衡
を
図
っ
て
い
ま
す
。　

特

算決度年23成平

の）金入借（債方地

どな況状高残

算決度年23成平

の計会別特

要概算決

13億4582万円  平成22年度末
現在高

5111万円  増額平
成
　
年
度

23

8898万円  減額

13億795万円  
平成23年度末
現在高

基金の状況

基金とは、将来直面する多様

な財政課題等に対応するた

め、毎年積み立てられている

ものです。平成23年度末の現

在高は、3787万円減少し13億

795万円となりました。

地方債の借入額と元利償還額の状況

元利償還額
【（　　）内は利子分】

借入額

10億3496万円(1億9273万円) 3億4498万円 20年度

10億8952万円(1億7738万円) 4億2733万円 21年度

10億1235万円(1億5724万円) 6億0908万円 22年度

09億9702万円(1億4453万円) 6億1742万円 23年度

20年度 21年度 22年度 23年度

地方債  残高の状況

 特別会計における地方債残額

 一般会計における地方債残額100

80

60

40

20

0

 66億
 6699万円
 62億
 1910万円

 21億
 1752万円

 57億
 1810万円

 21億
 3371万円

 53億
 9790万円

 22億
 788万円

 22億
 788万円
 22億
 4670万円

 51億
 2402万円

一般会計・特別会計の合計残高です

　　　  どうして借金をするの？  ≫≫世代間の公平性

例えば、学校や体育館など多額の経費を要する施設を

建設する場合、建設年度内の一般財源では賄いきれな

いという現実もありますが、今後何十年にもわたり多

くの住民が利用するであろう施設の建設経費を一部

の住民だけが負担するのは不公平となってしまいま

す。将来にわたってその施設を利用する住民が借金

である地方債を返済するという形

で少しずつ負担することで世代間

の公平が保たれるのです。

POINT!
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算決度年23成平

を況状政財のちま

すましえ伝お

①
財
政
力
指
数

　
ま
ち
の
財
政
力
を
示
す
指
標
で
、

標
準
的
な
行
政
活
動
に
必
要
な
経
費

を
自
ら
の
収
入（
税
収
な
ど
）で
賄
う

こ
と
が
で
き
る
割
合
を
示
し
て
い
ま

す
。こ
の
数
値
が「
１
」に
近
い
ま
た

は「
１
」を
超
え
る
ほ
ど
財
源
に
余
裕

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
財
政
力
指
数
の
数
値
が「
１
」を
下

回
る
自
治
体
に
は
、国
か
ら
地
方
交

付
税
が
交
付
さ
れ
、「
１
」を
超
え
る

場
合
に
は
、必
要
な
財
源
を
自
力
で

調
達
で
き
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、

地
方
交
付
税
の
不
交
付
団
体
と
な
り

ま
す
。

　
東
神
楽
町
の
平
成
　
年
度
の
財
政

23

力
指
数
は
０
・
３
６
２
前
年
度
よ
り

０
・
０
０
４
減
少
し
て
い
ま
す
。

②
経
常
収
支
比
率

　
ま
ち
の
財
政
構
造
の
弾
力
性
を
示

す
指
標
で
、毎
年
度
決
ま
っ
て
支
払

う
義
務
的
経
費（
人
件
費
や
公
債
費
、

公
共
施
設
の
維
持
管
理
費
な
ど
）が

一
般
財
源（
使
途
が
制
限
さ
れ
て
い

な
い
収
入
）の
う
ち
ど
の
程
度
の
比

率
を
占
め
て
い
る
か
で
判
断
し
ま

す
。
　
こ
の
比
率
が
低
い
ほ
ど
、臨
時
的

な
経
費
や
独
自
の
政
策
の
た
め
に
お

金
を
使
う
こ
と
が
で
き
、臨
時
的
な

財
政
需
要
に
対
応
で
き
る
余
力
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。町
村
で
は
　70

昏
程
度
が
望
ま
し
く
、　
昏
を
超
え

75

る
と
財
政
の
硬
直
化
が
進
ん
で
い
る

自
治
体
の
財
政
状
況
を
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
か
ら
分
析

し
、
そ
の
健
全
性
を
判
断

す
る
目
安
に
な
る
も
の
に
財
政
指
標

が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
①
財
政
力

指
数
、
②
経
常
収
支
比
率
、
③
公
債
費

負
担
比
率
、
④
実
質
公
債
費
比
率
の

４
つ
の
指
標
の
数
値
か
ら
、
現
在
の

東
神
楽
町
の
財
政
状
況
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
東
神
楽
町
の
経
常
収
支
比
率
は
　80

・
3
昏
で
前
年
度
か
ら
２
・
６
昏
増
加

し
て
い
ま
す
。

③
公
債
費
負
担
比
率

　
４
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
た
地
方

債（
町
の
借
入
金
）の
返
済
額
が
、一

般
財
源
の
う
ち
ど
れ
く
ら
い
の
割
合

を
占
め
て
い
る
か
を
表
す
も
の
で

す
。こ
の
数
値
が
小
さ
い
方
が
財
政

へ
の
負
担
が
少
な
く
、一
般
的
に
　15

昏
を
超
え
る
と
財
政
硬
直
化
の
警
戒

ラ
イ
ン
、　
昏
以
上
に
な
る
と
危
険

20

ラ
イ
ン
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
東
神
楽
町
の
公
債
費
負
担
比
率
は

　
・
４
昏
。前
年
度
よ
り
0
・
3
昏
の

17増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

④
実
質
公
債
費
比
率

　
実
質
公
債
費
比
率
は
、一
般
会
計

の
地
方
債
の
返
済
額
に
、公
営
企
業

会
計（
公
共
下
水
道
、水
道
事
業
）や

一
部
事
務
組
合（
大
雪
消
防
組
合
、大

雪
清
掃
組
合
な
ど
）の
地
方
債
返
済

の
た
め
に
支
出
す
る
一
般
会
計
か
ら

の
繰
出
金
や
負
担
金
を
加
え
た
返
済

額
が
、一
般
財
源
の
う
ち
ど
の
程
度

の
比
率
を
占
め
て
い
る
か
を
示
す
も

の
で
す
。こ
の
比
率
が
低
い
ほ
ど
健

全
な
財
政
運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
と

判
断
さ
れ
、　
昏
を
超
え
る
と
新
た

18

な
地
方
債
の
発
行
に
あ
た
り
国
や
道

の
許
可
が
必
要
と
な
り
、　
昏
以
上

25

で
発
行
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

　
東
神
楽
町
で
は
、人
口
の
増
加
に

伴
い
、快
適
で
住
み
や
す
い
生
活
環

境
づ
く
り
や
公
共
施
設
の
整
備
な

ど
、さ
ま
ざ
ま
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
を

行
い
、そ
の
財
源
の
一
部
と
し
て
地

方
債
を
活
用
し
て
き
ま
し
た
。こ
の

た
め
平
成
　
年
度
に
は
、実
質
公
債

18

費
比
率
が
　
・
０
昏
と
ピ
ー
ク
を
迎

23

え
ま
し
た
が
、平
成
　
年
に
策
定
し

18

た『
公
債
費
負
担
適
正
化
計
画
』に
基

づ
き
将
来
負
担
の
健
全
化
に
向
け
た

取
り
組
み
を
行
い
、平
成
　
年
度
に

23

は
　
・
３
昏
と
年
々
減
少
し
て
い
ま

12
す
。

　
こ
れ
ら
の
指
標
は
、町
の
財
政
状

況
を
知
る『
目
安
』の
一
つ
で
す
。町

で
は
今
後
も
限
り
あ
る
財
源
を
最
大

限
に
有
効
活
用
し
、住
民
の
皆
さ
ん

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

に
向
け
て
努
力
を
続
け
て
い
き
ま

す
。

東神楽町の主要財政指標

23年度22年度21年度20年度

0.3620.3660.3790.378 ① 財政力指数

80.377.780.977.7 ② 経常収支比率

17.417.120.120.5 ③ 公債費負担比率

12.314.717.419.2 ④ 実質公債費比率
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(単位：％)早期健全化・再生に関する指標

財政再生
基準

早期健全化
基準

平成23年度
決算数値

　区分

20.015.0－ ①実質赤字比率

40.020.0－ ②連結実質赤字比率

35.025.012.3 ③実質公債費比率

350.046.7 ④将来負担比率

　
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化

に
関
す
る
法
律
（
以
下
『
財
政
健
全

化
法
』
と
い
う
）
が
平
成
　
年
６
月

19

に
成
立
・
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
は
、
地
方
公
共
団
体
の

財
政
の
健
全
性
に
関
す
る
比
率
の
公

表
制
度
を
設
け
、
基
準
比
率
以
上
と

な
っ
た
場
合
に
は
財
政
健
全
化
計
画

な
ど
を
策
定
す
る
制
度
を
定
め
る
と

と
も
に
、
そ
の
計
画
の
実
施
の
促
進

を
図
り
財
政
の
健
全
化
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
財
政
健
全
化
法
で
は
、
平
成
　
年
19

度
決
算
か
ら
健
全
化
判
断
比
率
等
を

監
査
委
員
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
意

見
を
付
け
て
議
会
に
報
告
、
住
民
に

対
し
て
公
表
す
る
こ
と
を
義
務
付
け

て
い
ま
す
。

比率の算定となる東神楽町の会計区分

地方三公社、
第三セクター等

(※４)

一部事務組合、
広域連合

(※３)

特別会計

一般会計
比率の算定区分

会計区分

公営企業会計

公営企業

(※２)

公営事業

(※１)

○ ①実質赤字比率

○○○ ②連結実質赤字比率

○○○○ ③実質公債費比率

○○○○○ ④将来負担比率

○ ⑤資金不足比率

　
上
記
の
指
標
の
う
ち
、①
～
④

の
い
ず
れ
か
１
つ
で
も
早
期
健

全
化
基
準
を
超
え
た
場
合
は
、

『
早
期
健
全
化
団
体
』と
な
り
、財

政
健
全
化
計
画
の
策
定
が
義
務

付
け
ら
れ
、自
主
的
な
改
善
努
力

に
よ
る
財
政
健
全
化
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

　
さ
ら
に
、①
～
③
の
指
標
の
う

ち
、い
ず
れ
か
１
つ
で
も
財
政
再

生
基
準
を
超
え
る
と『
財
政
再
生

団
体
』と
な
り
、財
政
再
生
計
画

の
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
、地
方

債
の
起
債
制
限
を
受
け
る
な
ど
、

国
等
の
関
与
に
よ
る
確
実
な
再

生
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、⑤
の
比
率
が
経
営
健
全

化
基
準
を
超
え
る
と
、当
該
公
営

企
業
に
つ
い
て
経
営
健
全
化
計

画
の
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
、経

営
の
健
全
化
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

【
上
表
の
会
計
区
分
詳
細
】

※
1
　
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
事
業
勘
定
、国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
診
療
施
設
勘
定

※
２
　
公
共
下
水
道
特
別
会
計
、

水
道
事
業
会
計

※
３
　
大
雪
清
掃
組
合
、大
雪
消

防
組
合
、大
雪
葬
斎
組
合
、大
雪

地
区
広
域
連
合
な
ど

※
４
　
東
神
楽
町
土
地
開
発
公

社
、（
株
）東
神
楽
新
都
市
開
発
公

社

(ア)32億2820万5000円　東神楽町の標準財政規模

　実質赤字比率とは、一般会計

について、歳出に対する歳入の

不足額を、標準財政規模(町の標

準的な状態で通常収入されるで

あろう経常的な一般財源の規模

のこと)で割ったものです。

　一般会計の実質収支は黒字で

あり、実質赤字がないため『―』で

記載しています。

一般会計の実質収支額

実質収支額(４)
(１)－(２)－(３)

翌年度に繰り越
すべき財源(３)

歳出総額(２)歳入総額(１) 会計名

（イ）3億6556万8000円212万54億2370万57億9138万 一般会計

(単位：％)公営企業の経営健全化に関する指標

経営健全化基準
平成23年度
決算数値

　区分

 ⑤資金不足比率

20.0－ ⑤水道事業会計

20.0－⑤公共下水道特別会計

①　実質赤字比率＝(イ)/(ア)　＝　― (※赤字額なし)

平健資

成全金

23化不

年判足

度断比

決比率

算率

にお

基よ

づび

く

財
政
健
全
化
法
に
基
づ
く

東
神
楽
町
の
財
政
状
況
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平成23年度決算額　区分

(Ａ)05億9512万円　地方債元利償還金のうち公債費充当一般財源等額

(Ｂ)01億2792万円　準元利償還金

(Ｃ)04億4018万円　基準財政需要額に算入された公債費および準公債費

(ア)32億2821万円　標準財政規模

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

実質公債費比率とは、地方債の元利

償還金などの公債費に準じた経費

を標準財政規模を基本とした額で

割ったもので、３か年の平均値で

す(単年度比率：H21　14.6昏、H22 12.1昏、

H23 10.1昏)。東神楽町の実質公債費

比率は、５ページにあるように、年

々減少に転じています。

資金不足比率とは、一般会計の実質赤字にあた

る公営企業会計における資金不足について、公

営企業の事業規模に対する比率のことです。公

営企業ごとに算出することが義務付けられて

おり、東神楽町では、公共下水道特別会計、水道

事業会計の２つが該当します。いずれの公営企

業会計も資金不足は生じていません(資金余剰

比率…公共下水道1.30％、水道事業157.36％)。

このため『 ― 』で記載しています。

平成23年度決算額
(水道事業会計)

平成23年度決算額
(公共下水道)

区分

(Ｇ)01億1162万円(Ｇ)194万円 資金不足額・剰余額

(Ｈ)7093万円(Ｈ)01億4905万円 事業の規模

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

将来負担比率とは、将来的に負担

することが見込まれる実質的な

負債額(将来負担額)を把握し、負

債の償還に充てることができる

基金などを差し引いた額を、標準

財政規模を基本とした額で割っ

たものです。この数値が大きいほ

ど、将来見込まれる負担が大きい

ことを示しています。

連結実質赤字比率とは、すべての会計の赤字額と黒字額を合算した歳出に対する歳入の資金不足額を、標準財政規模

で割ったものです。すべての会計において実質赤字および資金不足がないため、連結実質赤字は生じていません(連結

実質黒字比率15.44％)。このため『 ―』」で記載しています。

平成23年度決算額　区分

(Ｄ)81億2598万円　将来負担額

(Ｅ)68億2385万円　充当可能財源等

(ア)32億2821万円　標準財政規模

(Ｆ)04億4018万円　算入公債費等の額

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

一般会計以外の特別会計(公営企業会計除く)

実質収支額(４)
(１)－(２)－(３)

翌年度に繰り越
すべき財源(３)

歳出総額(２)歳入総額(１)会計名

10万円0円163万円173万円 国民健康保険特別会計事業勘定

1940万円0円1億7449万円1億9389万円 国民健康保険特別会計診療施設勘定

(ウ)1950万円0円1億7612万円1億9562万円 合計

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

公営企業会計にかかわる特別会計

資金不足額・余剰額(５)
(１)－(２)＋(３)＋(４)

解消可能資金
不足額(４)

算入地方債
(３)

歳出額(２)歳入額(１) 会計名

194万円0円0円3億1903万円3億2097万円 公共下水道特別会計

資金不足額・余剰額(５)
(１)－(２)＋(３)＋(４)

解消可能資金
不足額(４)

算入地方債
(３)

流動負債(２)流動資産(１) 会計名

1億1162万円0円0円1億815万円2億1977万円 水道事業会計

(エ)1億1356万円0円0円4億2718万円5億4074万円 合計
煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

(ア)32億2821万　東神楽町の標準財政規模

(イ)03億6557万　一般会計の実質収支額

②　連結実質赤字比率＝[(イ)+(ウ)+(エ)]/(ア)　＝　― (※赤字額なし)

③　実質公債費比率＝[(Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ)]/[(ア)－(Ｃ)]　＝　12.3％

④　将来負担比率＝[(Ｄ)－(Ｅ)]/[(ア)－(Ｆ)]　＝　 46.7％

⑤　資金不足比率＝(Ｇ)/(Ｈ)　＝　― (※赤字額なし)
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